
♥大切ないのちを守るポイント

▽気づく　気づいたら、まずは声をかけましょう
▽�聴 く　気持ちを否定せず、共感しながらできる限り耳を傾けましょう
▽�つなぐ　�本人の状況や気持ちを理解してくれる家族や友人と連携する、

専門家に相談するなどしましょう
▽�見守る　あせらずに寄り添いながら見守りましょう

♥こんなサインに気づいたら

・体調がすぐれない、眠れない
・気分が沈む、自分を責める
・食欲がない、酒量が増える
・仕事の負担が増える
・重い病気にかかる
・自殺を口にする　など

♥一緒に考える相談先があります

相談窓口（時間等） 連絡先 開設時間等

市健康推進課（平日） ☎０４９５-２４-２００３ 平日（年末年始を除く）
午前８時 30分～午後５時 15分

こころの健康相談統一ダイヤル ☎０５７０-０６４-５５６ 毎日（24時間年中無休）
よりそいホットライン ☎０１２０-２７９-３３８ 毎日（24時間年中無休）
埼玉いのちの電話 ☎０４８-６４５-４３４３ 毎日（24時間年中無休）
さいたまチャイルドライン
【対象：18歳まで】 ☎０１２０-９９-７７７７ 毎日（年末年始を除く）

午後４時～９時

埼玉県こころの電話 ☎０４８-７２３-１４４７ 平日（年末年始を除く）
午前９時～午後５時

自死遺族相談（来所相談）
※事前の予約が必要です。 ☎０４８-７２３-６８１１ 予約受付：平日（年末年始を除く）

午前９時～午後５時

健やかで安心して暮らせるまちへ　みんなの健康ガイド

ワクチン接種のお知らせ新型コロナ

！ 新型コロナワクチンの無料接種は３月末で終了

　令和５年秋開始接種は、令和６年３月末で終了しま
す。接種を希望する方は、早めの予約をお願いします。
◆ワクチン接種の予約はWEBまたは電話で

WEB予約 URL：https://v-yoyaku.jp/�
110367-kodamagunshi

電話予約
☎０４９５-７１-８７８０
受付　午前８時30分～午後５時（平日のみ）

！ 令和６年度の新型コロナワクチン接種について

　令和６年度のワクチン接種の取扱い
は、次のとおりです（インフルエンザ
ワクチンの定期接種と同様になります）。
●接種の目的　重症化予防
●�対象　高齢者（65歳以上）等、重症化リスクの高い方
●接種方法　年１回接種（時期は秋冬の予定）
※接種費用等、詳しくは決まりしだい広報、 でお
知らせします。

★�新型コロナワクチン相談窓口☎71-８７８０・
24-２００５

　自殺の多くが心理的に追い込まれた末のも
のです。こころの悩みは、気が付かないうち
に深刻な状態になっているかもしれません。
　３月は自殺対策強化月間です。こころの
ＳＯＳは抱え込まずにご相談ください。★健康推進課（保健センター内）☎ 24- ２００３

ひとりで悩まずご相談を！
気がついて！こころのＳＯＳ

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
「こころの耳」

悩みや不安を抱えた方のためのサイト�
「まもろうよ　こころ」（厚生労働省 ）

※ＷＥＢ予約・電話予約とも受付は３月末で終了します。

　保育所・幼稚園等で使用する日用品、文房具等の購
入に要する費用及び行事への参加費等を補助します。
▶�対象　次の１～２のすべてを満たすお子さんと同一
世帯の保護者
１. 市内在住で保育所、幼稚園等に通っている方
２�. 生活保護世帯または住民税非課税世帯のうち次の
ⒶⒷいずれかに該当する方
　Ⓐ母子（父子）家庭で、児童を扶養している方
　Ⓑ次のいずれかに該当する方がいる世帯
　・・身体障害者手帳の交付を受けた方
　・・療育手帳の交付を受けた方
　・・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
　・・特別児童扶養手当の支給対象児
　・・障害基礎年金等の受給者

▶�補助内容�
教育・保育の中で利用する文房具等の費用、行事へ
の参加費用等として保育所等に支払った実費（月額
上限 2,500 円）
▶�申請　３月 22日㈮までに必要書類を保育課へ
▶用意
・・申請書及び請求書（保育課及び市 で配付）
・・�月ごとの実費負担額が分かる書類（領収印が押された
集金袋等）の写し
・・�本人確認書類（マイナンバーカード等）
・・�申請者の振込先が分かるもの（通帳の
写し等）

★保育課☎25-１１２８３月22日㈮
申請期限 保育所・幼稚園等で購入した文房具等の 

購入費用の一部を補助

市

★保育課☎25-１１２８３月22日㈮
申請期限

　新制度に移行していない幼稚園、認可外保育施設の
利用者に、給食費として支払っている費用のうち、副
食費について補助します。
▶�対象　次のすべてを満たすお子さんと同一世帯の保
護者
・・�市内在住で新制度に移行していない幼稚園、認可外
保育施設に通っている方
・・�市民税所得割合算額が 77,101 円未満の世帯また
は第３子以降の子どもである方

▶�補助内容　給食費として支払っている費用のうち副
食材料費相当分（おかず、おやつ等）
▶申請　３月 22日㈮までに、必要書類を保育課へ
▶用意
・・申請書及び請求書（保育課及び市 で配付）
・・�月ごとの実費負担額（副食材料費が分かるもの）に係
る領収書
・・�本人確認書類（マイナンバーカード等）
・・�申請者の振込先が分かるもの（通帳の
写し等）

幼稚園・認可外保育施設の副食費（おかず、 
おやつ等）を補助

市

本庄市子育て情報ガイド
　子育てに関するさま
ざまな行政情報を掲載、
電子書籍もあります。

子育て応援サイト
　妊娠・出産から子育
てに関する情報を年齢
別や目的別で検索でき
ます。

子育て応援モバイルサイト
　妊娠期からお子さん
が３歳になるまで情報
が届き、予防接種の管
理もできます。

お役立ち情報たくさん！子育て情報ツール

電子書籍版はこちら

▲

（外部サイト） 市 の特設サイトから

▲

詳しくはこちら

▲

TOPICSTOPICS子育て
支援　

2829 令和６年３月１日号


